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児
童
手
当
の
届
け
出
を

忘
れ
ず
に

児
童
手
当
の
所
得
制
限
の
対
象

と
な
る
所
得
が
、
五
月
一
日
以
降

の
新
規
申
請
か
ら
平
成
十
九
年
分

の
所
得
に
切
り
替
わ
り
ま
し
た
。

現
在
、
所
得
制
限
に
よ
り
手
当

を
受
け
て
い
な
い
場
合
や
、
対
象

と
な
る
児
童
が
い
て
も
申
請
を
し

て
い
な
か
っ
た
場
合
は
、
新
規
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

一
万
円
）。
三
人
目
以
降
の
児
童

は
、
月
額
一
万
円
。

申
請
方
法

子
育
て
支
援
課
（
本
庁
舎
二

階
）
・
出
張
所
・
連
絡
所
で
配
付

し
て
い
る
認
定
請
求
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
同
課
・
出
張
所
・

連
絡
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
し
た
翌
月
分
か
ら
支
給
対
象

と
な
り
ま
す
。
な
お
、
出
生
・
転

入
に
よ
る
場
合
は
、
出
生
・
転
入

の
翌
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

特
例
給
付

児
童
手
当
の
所
得
限
度
額
を
超

え
て
い
て
も
、
会
社
員
な
ど
（
厚

生
年
金
・
私
学
共
済
な
ど
に
加
入

し
て
い
る
方
）
に
つ
い
て
は
、
所

得
が
一
定
額
未
満
（
上
表
）
の
方

に
限
っ
て
、「
特
例
給
付
」
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

特
例
給
付
を
受
け
て
い
る
方

が
、
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
と
き

は
受
給
資
格
が
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
消
滅
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、

退
職
後
に
受
給
し
た
手
当
を
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
子
育
て
支
援
課

℡
２
２
４-

５
８
２
１

ま
た
、
す
で
に
手
当
を
受
け
て

い
る
方
は
、
六
月
中
に
現
況
届

と
ど
け

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
現
況
届

に
つ
い
て
は
、
六
月
上
旬
に
発
送

す
る
予
定
で
す
）。

支
給
対
象

小
学
校
修
了
前
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
、
所
得
が
一
定
額
未
満

（
左
表
）
の
方
。

手
当
額

一
人
目
・
二
人
目
の
児
童
は
、

月
額
五
千
円
（
三
歳
未
満
は
月
額

児童手当 特例給付
扶養人数

所得額 収入額（参考） 所得額 収入額（参考）
０人 4,680,000円 6,525,000円 5,400,000円 7,333,000円

１人 5,060,000円 6,956,000円 5,780,000円 7,756,000円

２人 5,440,000円 7,378,000円 6,160,000円 8,178,000円

３人 5,820,000円 7,800,000円 6,540,000円 8,600,000円

４人以上 １人につき38万円ずつ加算

所得限度額表（平成20年度）

＊対象は平成19年分所得です（源泉徴収の方は、給与所得控除

後の金額が該当します）。収入額は、あくまで目安です。

＊扶養人数は、平成19年分所得申告の際の人数です。所得には

一定の控除（医療費控除・障害者控除など）があります。詳しく

は、子育て支援課にお尋ねください。

＊この限度額表の所得額には、政令控除分８万円が加算してあり

ます。

＊限度額表など、児童手当について、詳しくはお尋ねください。

新
た
な

「
集
会
所
・

老
人
憩
い
の
家
」

が
で
き
ま
し
た
！

こ
の
春
に
二
つ
の
地
域
で
、
新

た
な
集
会
所
・
老
人
憩
い
の
家
が

で
き
ま
し
た
。

四
月
四
日
に
は
、「
新あ

ら

宿
じ
ゅ
く

町ま
ち

五
丁

目
自
治
会
集
会
所
・
老
人
憩
い
の

家
」
の
落
成
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

「
こ
の
集
会
所
に
は
、
和
室
が
あ
り

ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
部
屋
を
い
す

が
使
え
る
洋
室
に
す
る
こ
と
で
、

足
腰
の
弱
い
方
で
も
楽
に
過
ご
せ

る
よ
う
に
考
え
ま
し
た
」
と
、
同

自
治
会
長
の
馬ば

場ば

三み
つ

夫お

さ
ん
（
七

十
二
歳
）。

六
日
に
は
、「
今い

ま

福ふ
く

北き
た

自
治
会
集

会
所
・
老
人
憩
い
の
家
」
の
落
成

式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。「
地
域
の
皆

さ
ん
に
気
軽
に
訪
れ
て
も
ら
い
、

交
流
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
わ
が
家
の
よ
う

に
使
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
」
と
、

同
自
治
会
長
の
中な

か

山や
ま

和か
ず

章あ
き

さ
ん

（
六
十
六
歳
・
今
福
）。

問
い
合
わ
せ
…
市
民
活
動
支
援
課

℡
２
２
４-

５
７
０
５

新宿町５丁目自治会集会所・老人憩いの家新宿町５丁目自治会集会所・老人憩いの家新宿町５丁目自治会集会所・老人憩いの家今福北自治会集会所・老人憩いの家今福北自治会集会所・老人憩いの家今福北自治会集会所・老人憩いの家



③
納
期
到
来
の
市
税
を
完
納
し
て

い
る

補
助
額
…
従
業
員
一
人
当
た
り
受

診
料
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
最

高
三
千
円
）

＊
補
助
金
は
、
年
一
回
、
通
算
三

回
ま
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
商
工
振
興
課

℡
２
２
４-

５
９
３
４

エ
コ
オ
フ
ィ
ス
に

仲
間
が
増
え
ま
し
た

ご
み
の
減
量
化
・
資
源
化
な

ど
、
環
境
に
配
慮
し
た
活
動
を
積

極
的
に
行
っ
て
い
る
事
業
者
を
市

が
認
定
す
る
「
エ
コ
ス
ト
ア
・
エ

コ
オ
フ
ィ
ス
制
度
」。
四
月
か
ら
、

エ
コ
オ
フ
ィ
ス
に
一
事
業
者
が
加

わ
り
ま
し
た
。

エ
コ
ス
ト
ア
・
エ
コ
オ
フ
ィ
ス

認
定
申
請
は
、
随
時
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
認
定
を
希
望
す
る
事
業

者
は
、
資
源
循
環
推
進
課
（
本
庁

舎
五
階
）
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

エ
コ
オ
フ
ィ
ス

ガ
ス
業

川
合
住
宅
設
備
㈱
（
岸き

し

町ま
ち

二
丁

目
）

問
い
合
わ
せ
…
資
源
循
環
推
進
課

℡
２
２
４-

５
９
０
８

一
・
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

に
郵
送

問
い
合
わ
せ

生
活
福
祉
課

℡
２
２
４-

５
７
８
４

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

℡
０
１
２
０-

２
３
４
９
３
３

事
業
主
に
定
期
健
康

診
断
受
診
料
の
一
部
を

補
助
し
ま
す

市
で
は
、
従
業
員
の
定
期
健
康

て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
恩
給
欠

格
者

②
戦
後
、
旧
ソ
連
邦
ま
た
は
モ
ン

ゴ
ル
国
の
地
域
に
お
い
て
、
強

制
抑
留
さ
れ
た
方

③
終
戦
ま
で
引
き
続
き
一
年
以
上

外
地
で
生
活
し
て
い
た
方
で
、

戦
後
引
き
揚
げ
た
本
人

申
し
込
み
…
生
活
福
祉
課
（
本
庁

舎
一
階
）
に
あ
る
請
求
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
住
民
票
を

添
付
し
て
、
〒
１
６
２-

８
６

７
２
新
宿
区
若
松
町
一
九-

経
営
事
項
審
査
制
度
の

改
正
に
つ
い
て

四
月
一
日
に
、
経
営
事
項
審
査

制
度
に
お
け
る
評
価
基
準
や
審
査

基
準
が
変
わ
り
ま
し
た
。

「
平
成
二
十
一
・
二
十
二
年
度

の
建
設
工
事
請
負
等
入
札
参
加
資

格
審
査
」
申
請
時
に
は
、
新
基
準

に
よ
る
総
合
評
定
値
通
知
書
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
左
記
の
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A0

8/BH
00/keisin/keieijiko.htm

l

問
い
合
わ
せ
…
契
約
課

℡
２
２
４-

５
６
３
２

特
別
慰
労
品
を

贈
呈
し
ま
す

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
で

は
、
恩
給
欠
格
者
・
戦
後
強
制
抑

留
者
・
引
き
揚
げ
者
の
方
に
「
特

別
慰
労
品
」を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

受
け
付
け
期
間
…
来
年
３
月
31
日

惜
ま
で

必
要
書
類
…
住
民
票

対
象

①
旧
軍
人
等
で
恩
給
な
ど
を
受
け
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診
断
を
実
施
し
て
い
る
事
業
主

に
、
受
診
料
の
一
部
を
補
助
し
て

い
ま
す
。

こ
の
定
期
健
康
診
断
は
、
労
働

安
全
衛
生
規
則
に
定
め
ら
れ
、
す

べ
て
の
事
業
主
に
実
施
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
事
業
主
（
次
の
す
べ

て
に
該
当
）

①
市
内
の
事
業
所
で
常
時
雇
用
従

業
員
が
三
十
人
以
下

②
今
後
も
継
続
的
に
定
期
健
康
診

断
を
実
施
す
る

６月１日隻は、ごみゼロ運動です
ごみゼロ運動は、道路

や公園など公共の場に散

乱しているごみや空き缶

を拾い、清潔な環境を保

ち、美しいまちづくりを

するための運動です。

なお、ごみゼロ運動は

家庭のごみや粗大ごみを

回収する日ではありませ

ん。このようなごみが出されると収集時間が遅れるなど、作

業の妨げになります。また、当日は収集車両が作業を行いま

すので、通行の際にご迷惑をかけることがあります。

市民の皆さんの、ご理解とご協力をお願いします。

ごみゼロ運動以外にも……
市では、ごみゼロ運動の日以外に地域の清掃活動を行う団

体に対し「環境美化活動支援制度」として、ごみ袋の支給や

ごみ挟み・啓発用ベスト・リヤカーの貸し出しを行い、支援

しています。

また、県においても、道路の清掃活動を支援する「彩の国

ロードサポート」、河川の清掃活動を支援する「水辺の里親

制度」があります。詳しくはお尋ねください。

問い合わせ
ごみゼロ運動・環境美化活動支援制度＝資源循環推進課

℡224－5908
彩の国ロードサポート・水辺の里親制度＝川越県土整備事務所

℡243－2020

昨年のごみゼロ運動の様子昨年のごみゼロ運動の様子昨年のごみゼロ運動の様子


